
（様式-1） 

河川事業の再評価項目調書 

事業名（箇所名） 芦田川総合水系環境整備事業 

実施箇所 芦田川直轄管理区間 

当該基準 再評価実施後一定期間（3 年）が経過している事業 

事業諸元 （水環境） 

• 芦田川下流植生浄化（瀬戸川合流部）（H17～H23）：ウェットランド整備 

• 芦田川下流植生浄化（芦田川下流部）（計画）：掘削工、植生浄化施設整備工 

• 曝気循環施設（八田原ダム貯水池）（H20～H23）：曝気循環施設 

（自然再生） 

• 魚道整備（芦田川河口堰）（H11～H12）：魚道設置 

• 魚道整備（芦田川中上流部）（計画）：魚道設置 

（水辺整備） 

• 新市地区護岸整備（計画）：護岸、坂路等 

事業期間 平成 11 年度～平成 29 年度 

総事業費 31.5 億円 残事業費 13.7 億円 

目的・必要性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芦田川は、広島県三原市大和町蔵宗を源に発し、世羅台地を貫流し府中市を経て

高屋川等を合わせ、神辺平野を流下し瀬戸内備後灘に注ぐ一級河川である。 

流域には、人口規模が広島県第２の都市福山市があり、昭和３９年に「備後地区

工業整備特別地域」の指定を契機に、河口域には鉄鋼業などの大規模工場の立地及

び都市化が急速に進み、平成 10 年には「中核市」に移行し発展してきた。 

昭和５６年６月に芦田川河口堰が、平成１０年３月に八田原ダムが完成し、芦田

川の河川水は、農業用水、水道用水、工業用水として広く利用されており、地域の

生活、農業、産業の基盤を支えている。 

（水環境） 

＜芦田川下流植生浄化（瀬戸川合流部）＞ 

瀬戸川合流部では、生活排水等の流入や動植物による自然浄化機能（自然が本来

持っている浄化機能）が低いことにより、水質が悪化しており、環境基準

（BOD:3mg/l）を満足できない状態が続いている。 

また、リン濃度が高く芦田川河口堰湛水域ではアオコの発生が見られる。 

このため、芦田川下流域（瀬戸川合流部）の水質改善を図るものである。 

＜芦田川下流植生浄化（芦田川下流部）＞ 

芦田川下流域では、生活排水等の流入や動植物による自然浄化機能（自然が本来

持っている浄化機能）が低いことにより、水質が悪化しおり、環境基準

（BOD:3mg/l）を満足できない状態が続いている。 

また、リン濃度が高く芦田川河口堰湛水域ではアオコの発生が見られる。 

 このため、芦田川下流域（芦田川下流部）の水質改善を図るものである。 

＜曝気循環施設（八田原ダム貯水池）＞ 

八田原ダム建設時に湖内対策として曝気循環装置（４基）、支川流入対策として

植生浄化、土壌浄化等の水質対策を実施しているが、平成 15 年から貯水池内全体

にアオコの発生が見られる（４基設置時）。 

このため、八田原ダム貯水池の水質改善を図るものである。 
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目的・必要性 （自然再生） 

＜魚道整備（芦田川河口堰）＞ 

芦田川河口堰の設置により、上下流が分断され、縦断方向の連続性が確保されて

おらず魚類の遡上降下の妨げとなっている。 

このため、魚類の遡上降下環境の改善を図るものである。 

＜魚道整備（芦田川中上流部）＞ 

芦田川中上流部では、魚道の設置されていない横断工作物により上下流が分断さ

れ、魚類の遡上降下が遮られ縦断方向の連続性が分断されている。 

このため、魚類の遡上降下環境の改善を図るものである。 

（水辺整備） 

＜新市地区護岸整備（計画）＞ 

新市地区の川沿いは、運動公園として整備されレクリエーション、散策等の場と

して、地域住民の方に利用されている。しかし、現状は坂路や階段もなく安全に水

辺を利用することができない。 

このため、地域住民が安全に水辺を利用でき、河川巡視などの河川管理も安全に

行うことができるように坂路の整備等を図るものである。 

便益の主な根拠 （水環境）芦田川下流植生浄化 

全体事業：支払意志額(WTP)＝ 275 円/月/世帯、受益世帯数  142,102 世帯 

残 事 業：支払意志額(WTP)＝ 263 円/月/世帯、受益世帯数  142,102 世帯 

（水環境）曝気循環施設 

支払意志額(WTP)＝ 231 円/月/世帯、受益世帯数  14,673 世帯 

（自然再生）魚道整備 

全体事業：支払意志額(WTP)＝269 円/月/世帯、受益世帯数  47,939 世帯 

残 事 業：支払意志額(WTP)＝ 247 円/月/世帯、受益世帯数  47,939 世帯 

（水辺整備）新市地区護岸整備 

年間利用者数の増加：87,299 人 

基準年度 平成 23 年度 

 

 

B:総便益 

(億円) 

C:総費用

(億円) 

B/C B-C 

(億円) 

EIRR

(%) 

総合水系環境整備事業 125.8 35.9 3.5  89.9 11.7

（水環境） 91.8 23.5 3.9  68.2 12.2

（自然再生） 26.3 9.4 2.8  16.9 7.4

全体 

事業 

（水辺整備） 7.8 3.0 2.6  4.8 10.9

総合水系環境整備事業 111.3 12.6 8.9  98.8 28.3

（水環境） 79.4 8.7 9.1  70.7 28.5

（自然再生） 24.1 0.8 28.8  23.3 59.0

事業全体の 

投資効率性 

残事業 

（水辺整備） 7.8 3.0 2.6  4.8 10.9

事業の効果等 （水環境） 

・芦田川下流部の植生浄化施設のうち、瀬戸川合流部については整備は完了し、事

業効果の発現状況についてモニタリングを行っている。また、芦田川下流部につ

いては、瀬戸川合流部のモニタリング結果を踏まえ合理的展開を図る予定であ

る。 

（自然再生） 

・芦田川河口堰の魚道は、平成 12 年度に設置が完了しており、回遊魚、回遊性動
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物の魚道の利用が見られている。 

・芦田川中上流部の魚道は、未着工であり効果は未発現である。 

（水辺整備） 

・現時点で未着工であり、事業の効果は未発現である。 

社会情勢等の 

変化 

• 流域内の市町の人口は減少傾向にあるが、水質改善および水辺利用に関する住

民のニーズは依然として高い。 

• 平成 16 年に市民、事業者、環境団体、行政等からなる「芦田川環境マネジメ

ントセンター」により、流域が一体となった水質改善への取り組みが行われて

いる。 

• 芦田川下流部では、市民と連携した植生調査や漁業協同組合と連携し、小学生

への環境学習の場として活用されている。 

• 芦田川沿川住民からは水辺や高水敷へ、安全に近づけるように、アプローチ等

の整備が求められている。 

事業の進捗状況 事業の進捗率は、71%（事業費ベース）である。 

【全体事業費：全体 31.5 億円のうち、整備済み 17.8 億円】 

（水環境  ：全体 21.5 億円のうち、整備済み 12.4 億円） 

（自然再生 ：全体  6.5 億円のうち、整備済み  5.5 億円） 

（水辺整備 ：全体  3.5 億円のうち、整備済み    0 億円） 

○事業の主な経緯 

• 平成 12 年度：魚道整備（芦田川河口堰）魚道の設置が完了 

• 平成 23 年度：芦田川下流植生浄化（瀬戸川合流部）ウェットランドの整備が

完了予定 

• 平成 23 年度：曝気循環施設（八田原ダム貯水池）曝気施設の整備が完了予定 

事業の進捗の 

見込み 

• 水環境については、河川管理者、下水道事業者、事業者、地域住民が一体とな

って概ね５年毎の具体的な行動計画を定め、水質改善に努めている。 

• 自然再生については、関係機関と連携して魚類等の遡上降下環境の改善を図る

こととしている。 

• 水辺整備については、地域からの要望等を踏まえ、地元自治体等と連携しなが

ら整備を進めることとしている。 

コスト縮減や 

代替案立案の 

可能性 

• 水辺整備、水環境にあたっては、掘削で発生する残土を再利用することにより

コストの縮減を図る。また、整備後の除草作業、清掃およびヨシの刈り取りな

どについて地元からの支援体制を確立することで、一層の管理コストの縮減を

図る。 

• 自然再生については、簡易魚道の設置などによりコスト縮減を図る。 

• 事業の進捗状況、費用対効果を鑑み、継続実施が妥当であり、現状での代替案

を検討する必要がないと考えている。 

対応方針（案） 継続 

対応方針理由 以上から、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられるため、事業継続が妥

当である。 

今後の事業実施にあたっては、地域との協力体制を確立するとともに、新技術･

新工法等を活用し、コスト縮減に引き続き取り組み、効率的かつ効果的な事業の執

行に努める。 

その他 特になし 
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（様式-1） 

河川事業のフォローアップ項目調書 

事業名（箇所名） 芦田川総合水系環境整備事業 

実施箇所 芦田川直轄管理区間 

当該基準 事業（箇所）完了後5 年以内の事業 

事業諸元 （水環境） 

• 高屋川河川浄化施設（H4～H12）：河川浄化施設 

（水辺整備） 

• 中津原下流地区護岸整備（ちゃぷちゃぷらんど）（H13）：護岸、階段、管理用通路 

• 土生地区護岸整備（H10～H16）：護岸、管理用通路、高水敷整正 

• 府中地区護岸整備（H5～H16）：護岸、階段、管理用通路 

事業期間 平成４年度～平成16 年度 

総事業費 84.8 億円 

目的・必要性 （水環境） 

＜高屋川河川浄化施設＞ 

芦田川河口堰湛水域の水質悪化の要因の 1 つとして、支川高屋川からの汚濁負荷の流入

が挙げられる。また、高屋川は特にリン濃度が高く、芦田川河口堰湛水域におけるアオコの

発生が見られた。このため、芦田川河口堰湛水域の水質改善を図ったものである。 

（水辺整備） 

＜中津原下流地区護岸整備（ちゃぷちゃぷらんど）＞ 

中津原下流地区の整備前は高水敷に雑草や低木が繁茂し、水辺に降りる河川管理用通路や

階段もなく、安全に水辺を利用できない状態だった。このため、地域住民が安全に水際に近

づき、水辺に親しめる場を創出したものである。 

＜土生地区護岸整備＞ 

土生地区の整備前は、水際や高水敷が整備されておらず、水辺に安全に近づけない状態だ

った。このため、地域住民が安全に水際に近づき、水辺に親しめる場を創出したものである。

＜府中地区護岸整備＞ 

府中地区の整備前は、水際や高水敷が整備されておらず、水辺に安全に近づけない状態だ

った。このため、地域住民が安全に水際に近づき、水辺に親しめる場を創出したものである。

便益の主な根拠 （水環境） 

 高屋川河川浄化施設による負荷削減効果   T-P：1,3９６kg/年 

（水辺整備） 

 年間利用者数の増加：459,474 人 

水環境 事業費 予定工期 便益評価手法 

当  初 － － － 

事  後 72.6 億円 平成４年度～平成12 年度 代替法 

 B:総便益(億円) C:総費用(億円) B/C B-C EIRR(%) 基準年度 

当  初 － － － － － 平成19 年度

事  後 258.6 174.8  1.5 83.8  － 平成23 年度

水辺整備 事業費 予定工期 便益評価手法 

当  初 － － － 

事  後 12.2 億円 平成5 年度～平成16 年度 TCM 

 B:総便益(億円) C:総費用(億円) B/C B-C EIRR(%) 基準年度 

当  初 － － － － － 平成19 年度

事業対効果分析

の算定根拠とな

った要因の変化 

事  後 107.3  19.2  5.6 88.1  20.0 平成23 年度
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総合水系環境 

整備事業 

事業費 予定工期 便益評価手法 

当  初 － － － 

事  後 84.8 億円 平成４年度～平成16 年度 代替法（高屋川河川浄化施設）

TCM（他3 事業） 

 B:総便益(億円) C:総費用(億円) B/C B-C EIRR(%) 基準年度 

当  初 － － － － － 平成19 年度

事業対効果分析

の算定根拠とな

った要因の変化 

事  後 365.9  194.0  1.9 171.9  － 平成23 年度

事業効果の発現

状況 

１）環境学習の実施状況 

• 「中津原下流地区」、「土生地区」、「府中地区」では、護岸整備後、小学生や各種団体等

による環境学習の場として利用されている。 

２）主な利用状況 

• 中津原下流地区護岸整備（ちゃぷちゃぷらんど）は平成13 年度に整備され、平成18

年度、平成21 年度の利用者数は、平成12 年度の約３倍の年間約６万人が散策、水遊

び等に利用している。 

• 土生地区護岸整備、府中地区護岸整備は、平成16 年度に整備され、平成18 年度、平

成21 年度の利用者数は、平成12 年度の３～４倍の年間５～６万人が散策、水遊び、

カヌー、スポーツ等に利用している。 

３）水質改善効果 

• 高屋川河川浄化施設が稼働し始めた平成13 年度以降は、芦田川合流後の小水呑橋地点

において、T-P 値の改善が見られる。 

事業実施による

環境の変化 

• 高屋川河川浄化施設の稼働により、小水呑橋地点のT-P 値が改善された。 

 

社会経済情勢の

変化 

• 流域内の市町の人口は減少傾向にあるが、芦田川の利用状況は整備前と比較して増加し

ており、多くの人々が散策、水遊び、カヌー、スポーツの場として利用されている。 

• 護岸整備以降、「中津原下流地区」、「土生地区」、「府中地区」は、小学生や各種団体等

による環境学習の場として利用されている。 

今後の事業評価

の必要性 

本事業は十分な事業効果を発現しており、今後とも当初目的とした環境学習や体験活動の

場として安全に水辺が利用されると見込まれることから、改めて事後評価に準ずるフォロー

アップを実施する必要はない。 

今後は、定期的な水質調査、河川水辺の国勢調査（空間利用実態調査）などを活用して、

継続的に事業効果の発現について追跡調査を行う。 

改善措置の必要

性 

事業目的に見合った事業効果の発現が確認されたことから、今後の改善措置の必要性はな

い。 

同種事業の計画・

調整のあり方や事

業評価手法の見直

しの必要性 

特になし 

対応方針（案） 本事業は十分な事業効果を発現しており、今後とも当初目的とした水質の改善および地域

住民が安全に水際に近づき、水辺に親しめる場としての利用が見込まれることから、改めて

事後評価に準ずるフォローアップを実施する必要はない。 

また、事業目的に見合った事業効果の発現が確認されたことから、今後の改善措置の必要

性はない。 
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0

芦田川総合水系環境整備事業芦田川総合水系環境整備事業

平成23年12月

中国地方整備局 福山河川国道事務所

再評価・事後評価に準ずるフォローアップ再評価・事後評価に準ずるフォローアップ
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・芦田川は、広島県三原市大和町蔵宗を源に発し、世羅台地を貫流し府中市を経て高屋川等を合わせ、神辺平野を
流下し瀬戸内備後灘に注ぐ一級河川である。

・流域には、人口規模が広島県第２の都市福山市があり、昭和３９年に「備後地区工業整備特別地域」の指定を契
機に、河口域には鉄鋼業などの大規模工場の立地及び都市化が急速に進み、平成10年には「中核市」に移行し発
展してきた。

・昭和５６年６月に芦田川河口堰が、平成１０年３月に八田原ダムが完成し、芦田川の河川水は、農業用水、水道
用水、工業用水として広く利用されており、地域の生活、農業、産業の基盤を支えている。

１. 流域の概要１. 流域の概要

【芦田川の諸元】
流域面積： 860km2

幹川流路延長： 86km
山地面積比率： 約88%
流域内人口： 約27万人

凡例

基準地点

主要地点

既設ダム

流域界

県界

市町村界

（･） （･）
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２-１. 芦田川水系の現状及び利用状況２-１. 芦田川水系の現状及び利用状況

・芦田川の水質は、中津原地点より上流では環境基準をほぼ満足しているが、下流では高屋川合流後の山手橋地点や
瀬戸川合流後の小水呑橋地点で、環境基準を上回っている。

・河川敷は、公園、運動広場、ゴルフ場等に利用されている。

・下流部の河口堰湛水区間では、水面を利用したボート競技が盛んである。

・府中子どもの国（POM）周辺の河川では、散策や水遊び、環境学習等広く利用されており、市民の憩いの場と
なっている。

・上流部の河佐峡では、水遊びやキャンプ等といった川と親しめる環境が整っており、市民の憩いの場となっている。

BODBOD７５％値の経年変化７５％値の経年変化

河佐峡（水遊び・キャンプ）河佐峡（水遊び・キャンプ）

●小水呑橋

●山手橋

●中津原
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環境基準A類型：2mg/L

河川敷の利用状況河川敷の利用状況

河口堰湛水区間（ボート競技）（ボート競技）

POMPOM周辺河川敷（環境学習）周辺河川敷（環境学習）
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２-２ . 芦田川水系の河川環境に関する課題２-２ . 芦田川水系の河川環境に関する課題

◆水環境
下流部では、下水道整備の遅れ等により、生活排水等が河川へ排出さ

れ、水質が悪化している。
河口堰湛水区間では、夏場にはアオコの発生がみられ、河川の景観や

ボート競技等の河川利用に影響を及ぼしている。
また、上流部の八田原ダムにおいても、平成15年より貯水池全体にアオ

コの発生がみられる。

◆動植物の生息・生育環境◆河川空間利用
下流部から中流部の河川敷には、公

園やグランド等が整備されているが、
水辺へ近づくことができる場所が限ら
れていることや堤防上面が車道になっ
ていることから、沿川地域から水辺や
河川敷へ近づきにくくなっている。

下流部の河口堰湛水区間においては、浅場環境が少ないため、抽水
植物、沈水植物等の水際植生が少なくなっている。
中上流域においては、魚道のない横断工作物（１１箇所）があり、

回遊魚の魚類の遡上降下の妨げとなっている。

河口堰湛水区間のアオコの発生状況河口堰湛水区間のアオコの発生状況
（芦田川河口堰ゲート付近）（芦田川河口堰ゲート付近）

水辺に近づきにくい護岸水辺に近づきにくい護岸
（１９ｋ（１９ｋ000000付近）付近）

植生がない護岸植生がない護岸
（６ｋ４（６ｋ４0000付近）付近）

遡上降下を妨げている横断構造物遡上降下を妨げている横断構造物
（（4040ｋｋ390390付近付近[[南坊井堰南坊井堰]]））
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３. 事業内容３. 事業内容

③曝気循環施設（八田原ダム貯水池）

⑤魚道整備（芦田川中上流部）

⑤魚道整備（芦田川中上流部）

⑨土生地区護岸整備

⑩府中地区護岸整備

⑥新市地区護岸整備

⑦高屋川河川浄化施設

⑧中津原下流地区護岸整備
（ちゃぷちゃぷらんど）

②芦田川下流植生浄化（芦田川下流部）

①芦田川下流植生浄化（瀬戸川合流部）

④魚道整備（芦田川河口堰）

凡 例

緑：計画（②・⑤・⑥）

赤：実施中（①・③）

黒：完成（④、⑦～⑩）

凡例

基準地点

主要地点

既設ダム

流域界

県界

市町村界

（･） （･）

評価区分 No. 河川名 市 事業年度 事業内容
事業費

（百万円）

① 芦田川 【水環境】 芦田川下流植生浄化（瀬戸川合流部） 福山市
H17～H23
（実施中）

ウエットランド整備 971

② 芦田川 【水環境】 芦田川下流植生浄化（芦田川下流部） 福山市 (計画） 掘削工、植生浄化施設整備工 920

③ 芦田川 【水環境】 曝気循環施設（八田原ダム貯水池） 世羅町
H20～H23
（実施中）

曝気施設整備 264

④ 芦田川 【自然再生】 魚道整備（芦田川河口堰）※ 福山市 H11～H12 魚道設置 549

⑤ 芦田川 【自然再生】 魚道整備（芦田川中上流部） 福山市 （計画） 魚道設置 100

⑥ 芦田川 【水辺整備】 新市地区護岸整備 福山市 （計画） 護岸、坂路等 350

⑦ 高屋川 【水環境】 高屋川河川浄化施設 福山市 H4～H12 河川浄化施設 7,257

⑧ 芦田川 【水辺整備】
中津原下流地区護岸整備
　　（ちゃぷちゃぷらんど）

福山市 H13 護岸、階段、管理用通路 200

⑨ 芦田川 【水辺整備】 土生地区護岸整備 府中市 H10～H16 護岸、管理用通路、高水敷整正 410

⑩ 芦田川 【水辺整備】 府中地区護岸整備 府中市 H5～H16 護岸、階段、管理用通路 608

※「④魚道整備（芦田川河口堰）」は、「⑤魚道整備（芦田川中上流部）」と一括評価するため再評価とする。

再評価

フォロー
アップ

事業名

1
0



備後灘

芦田川

瀬戸川

高屋川

御調川

芦田川

八田原ダム

府中市

世羅町

三原市
尾道市

井原市
福山市

神石高原町

４-１. 整備内容（再評価）４-１. 整備内容（再評価）

【整備前】 【整備後】

・河岸植生帯が少なく、自然浄化機能
が低い状況でした。

・河岸植生帯を創出することにより、
生物の生息・生育・繁殖の場の回復
と自然浄化機能を向上させます。

整備前の状況 整備後の状況

平成23年撮影平成16年頃撮影

①【水環境】芦田川下流植生浄化（瀬戸川合流部）（H17～23）
整備目的 ：芦田川下流域の水質改善を行う。
現状と課題：瀬戸川合流部では、生活排水等の流入や動植物による自然浄化機能（自

然が本来持っている浄化機能）が低いことにより、水質が悪化しており、

環境基準（BOD
※

:3mg/l）を満足できない状態が続いている。
また、リン濃度が高く芦田川河口堰湛水域ではアオコの発生が見られる。

整備内容 ：ウエットランド整備
事業の効果：河岸植生帯の創出により生物の生息・生育・繁殖の場が回復するととも

に、自然浄化機能の向上により水質が改善される。
事業費 ：971百万円

※BOD（生物化学的酸素要求量）：微生物が汚濁物質（有機物）を分解するときに必要とされる酸素量を数値で示したもので、

この数値が大きいほど水質汚濁が進んでいる。

位置図

①芦田川下流植生浄化
（瀬戸川合流部）

芦田川下流植生浄化
（瀬戸川合流部）
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本川(小水呑橋) 瀬戸川(西神島)

環境基準B類型：3mg/L
※平成23年BOD75％値は１月から4月における75％値（上位から３番目のBOD）とした

▲芦田川（小水呑橋）と瀬戸川（西神島）のBOD75％値の
経年変化

▲芦田川下流植生浄化 横断イメージ

▽芦田川

抽水植物帯（ヨシ等）既存植生
（ヤナギ）

▽瀬戸川

ウェットランド

幅=約 15～60m

▲芦田川下流植生浄化 横断イメージ

▽芦田川

抽水植物帯（ヨシ等）既存植生
（ヤナギ）

▽瀬戸川

ウェットランド

幅=約 15～60m

1
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備後灘

芦田川

瀬戸川

高屋川

御調川

芦田川

八田原ダム

府中市

世羅町

三原市
尾道市

井原市
福山市

神石高原町

②【水環境】芦田川下流植生浄化（芦田川下流部）（計画）
整備目的 ：芦田川下流域の水質改善を行う。
現状と課題：芦田川下流部では、生活排水等の流入や動植物による自然浄化機能（自

然が本来持っている浄化機能）が低いことにより、水質が悪化しており、
環境基準（BOD

※
:3mg/l）を満足できない状態が続いている。

また、リン濃度が高く芦田川河口堰湛水域ではアオコの発生が見られる。
整備内容 ：掘削工、植生浄化施設整備工
事業の効果：河岸植生帯の創出により生物の生息・生育・繁殖の場が回復するととも

に、自然浄化機能の向上により水質が改善される。
事業費 ：920百万円

４-1. 整備内容（再評価）４-1. 整備内容（再評価）

【整備前（現状）】

・河岸植生帯が少なく、自然浄化機
能が低い状況です。

整備前の状況（現状）

平成23年撮影

【整備後（イメージ）】

▽芦田川

抽水植物帯（ヨシ等）既存植生
（ヤナギ）

植生帯整備

現況中州

▽芦田川

浅場環境の創出

現況高水敷

抽水植物帯（ヨシ等） 

基盤盛土
護岸 

・河岸植生帯を創出することにより、
生物の生息・生育・繁殖の場の回復
と自然浄化機能を向上させます。

事業効果、イメージ図

▲芦田川（小水呑橋）のBOD75％値の経年変化
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本川(小水呑橋)

環境基準B類型：3mg/L

※平成23年BOD75％値は１月から４月における75%値（上位から3番目のBOD）とした。

※BOD（生物化学的酸素要求量）：微生物が汚濁物質（有機物）を分解するときに必要とされる酸素量を数値で示したもので、

この数値が大きいほど水質汚濁が進んでいる。

位置図

②芦田川下流植生浄化
（芦田川下流部）

Pの吸収

付着微生物
による分解

Pの吸収

芦田川下流植生浄化
（芦田川下流地区）
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備後灘

芦田川

瀬戸川

高屋川

御調川

芦田川

八田原ダム

府中市

世羅町

三原市
尾道市

井原市
福山市

神石高原町

４-1. 整備内容（再評価）４-1. 整備内容（再評価）

凡例

:曝気循環装置(既設)

:曝気循環装置(追加導入)

追加導入

【整備前】 【整備後】

・平成15年度より貯水池内全体にアオコ
の発生が見られました。

【４基設置時】

・曝気循環装置を２基追加導入し、アオコ
の抑制を図ります。

アオコの発生状況

整備前の状況

平成23年撮影平成15年頃撮影

整備後の状況

③【水環境】曝気循環施設（八田原ダム貯水池）（H20～23）
整備目的 ：八田原ダム貯水池の水質改善を行う。
現状と課題：八田原ダム建設時に湖内対策として曝気循環装置（４基）、支川流入

対策として植生浄化、土壌浄化等の水質対策を実施しているが、平成
15年から貯水池内全体にアオコの発生が見られる（４基設置時）。

整備内容 ：曝気施設整備
事業の効果：曝気循環装置の２基追加導入により、水温躍層を無くし、植物プラン

クトンを光合成が起きにくい下層へ移動させ、増殖が抑えられること
により、アオコの発生が抑制される。

事業費 ：264百万円

曝気循環施設
（八田原ダム貯水池）

位置図

③曝気循環施設
（八田原ダム貯水池）

1
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備後灘

芦田川

瀬戸川

高屋川

御調川

芦田川

八田原ダム

府中市

世羅町

三原市
尾道市

井原市
福山市

神石高原町

４-１. 整備内容（再評価）４-１. 整備内容（再評価）

④【自然再生】魚道整備（芦田川河口堰）（H11～12）
整備目的 ：魚類の遡上降下環境の改善を図る。
現状と課題：芦田川河口堰の設置により、上下流が分断され、縦断方向の連続性が

確保されておらず魚類の遡上降下の妨げとなっていた。
整備内容 ：魚道設置
事業の効果：魚道の設置により魚類の遡上降下環境が改善され、縦断方向の連続性

が確保された。
平成13～20年の「魚道遡上調査結果」によると、ウナギ、シラ
スウナギ、アユ、ウキゴリ、トウヨシノボリなどの回遊魚６種、モズ
クガニ、テナガエビ、スジエビなどの回遊性動物の利用が見られるよ
うになった。

事業費 ：549百万円

芦田川河口堰

モズクガニの遡上状況

【整備前】 【整備後】

・堰に魚道が設置される前は、上下流が
分断され、魚類の遡上降下が遮られ
ていました。

・魚道の設置により魚類の遡上降下環
境が改善し、縦断方向の連続性が確
保されました。

整備前の状況 整備後の状況

平成23年撮影平成10年頃撮影

位置図

④魚道整備
（芦田川河口堰）

魚道整備
（芦田川河口堰）

1
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備後灘

芦田川

瀬戸川

高屋川

御調川

芦田川

八田原ダム

府中市

世羅町

三原市
尾道市

井原市
福山市

神石高原町

４-１. 整備内容（再評価）４-１. 整備内容（再評価）

⑤【自然再生】魚道整備（芦田川中上流部）（計画）
整備目的 ：魚類の遡上降下環境の改善を図る。
現状と課題：芦田川中上流部では、魚道の設置されていない横断工作物により上

下流が分断され、魚類の遡上降下が遮られ縦断方向の連続性が分断
されている。

整備内容 ：魚道設置
事業の効果：魚道の設置により魚類の遡上降下環境の改善され、縦断方向の連続

性が確保される。
事業費 ：100百万円

名称 距離標 管理者 落差(m)

①大井手頭首工 41k950 府中市 1.00

②亀木頭首工 40k790 府中市 0.80

③南坊井堰 40k390 国土交通省 1.20

④矢野原頭首工 38k200 府中市 1.60

⑤渕頭首工 34k820 府中市 1.20

⑥橋本頭首工 33k300 府中市 1.40

⑦渕原頭首工 32k280 国土交通省 1.10

⑧平岩井堰 31k810 平岩井堰関係者代表 1.10

⑨父石大井手堰 31k500 府中市 0.85

⑩新市床固 21k810 国土交通省 0.90

⑪近田床固 19k190 国土交通省 0.98/0.39

▼魚道のない堰、床固工

※国土交通省が管理する堰・床固工以外の施設については、

当該施設の改築時に関係機関と協力して魚道などを整備する。

※ は、整備対象の堰、床固工

例）⑦渕原頭首工

【整備前（現状）】

・魚道の設置されていない横断工作物に
より上下流が分断され、魚類の遡上降
下が遮られています。

【整備後（イメージ）】

・魚道の設置により魚類の遡上降下
環境が改善し、縦断方向の連続性
が確保されます。

整備前の状況（現状）

平成23年撮影

位置図

⑤魚道整備
（芦田川中上流部）
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備後灘

芦田川

瀬戸川

高屋川

御調川

芦田川

八田原ダム

府中市

世羅町

三原市
尾道市

井原市
福山市

神石高原町

４-１. 整備内容（再評価）４-１. 整備内容（再評価）

⑥【水辺整備】新市地区護岸整備（計画）
整備目的 ：地域住民が安全に水辺を利用でき、河川巡視などの河川管理も安全

に行うことができるように護岸、坂路等の整備を行う。
現状と課題：新市地区の川沿いは、運動公園として整備されレクリエーション、

散策等の場として、地域住民の方に利用されている。しかし、現状
では坂路や階段もなく安全に水辺を利用することができない。

整備内容 ：護岸、坂路等
事業の効果：坂路等の整備により、安全に水辺の利用ができる。

河川巡視などの河川管理も安全に行うことができる。
事業費 ：350百万円

▲整備箇所

芦
田
川

佐賀田橋

【整備前（現状）】 【整備後（イメージ）】

・坂路等を整備します。
・水辺に近づきやすくなり、安全に水辺の利用

ができるようになります。

・坂路や管理用通路がなく、安全に水辺
に近づきにくい状況です。

整備前の状況（現状）

平成23年撮影

位置図

⑥新市地区護岸整備

新市地区護岸整備

1
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（１）費用便益比（B/C）算定の流れ

４-２. 費用対効果分析（再評価）４-２. 費用対効果分析（再評価）

調査範囲の設定（プレテスト）

【水環境、自然再生】
ＣＶＭ（住民アンケートによる

支払意思額の調査）

【水辺整備】
ＴＣＭ（住民アンケートによる
利用頻度、旅行費用の調査）

年便益の算定

残存価値の設定

総便益【Ｂ】の算定

費用便益比【Ｂ／Ｃ】の算定

総便益【Ｂ】 総費用【Ｃ】

総事業費の算定

総費用【Ｃ】の算定

維持管理費の設定

（２）便益の計測
「河川に係わる環境整備の経済評価の手引きH22.3」に基づき、評価を行った。

◆CVM（仮想市場法）の場合

⇒年便益＝1世帯当たりの1年間の支払意思額（WTP）×集計世帯数

◆TCM（トラベルコスト法）の場合

⇒整備前後の利用頻度、旅行費用の需要曲線を推定し、整備前後の需要曲線の差分を

年便益（消費者余剰）として計測する。

1
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４-２. 費用対効果分析（再評価）４-２. 費用対効果分析（再評価）

プレテストを実施し、住民アンケート配布範囲（便益集計範囲）を設定。

（３）調査範囲（住民アンケート配布範囲＝便益集計範囲）の設定（ＣＶＭ）

① ②【水環境】芦田川下流植生浄化（瀬戸川合流部、芦田川下流部）（CVM）
⇒プレテストの結果より、利用が確認される事業箇所から１５ｋｍの世帯を対象とした。

③【水環境】曝気循環施設（八田原ダム貯水池）（CVM）
⇒プレテストの結果より、河川の認識が高く、利用が確認される、事業箇所から１０ｋｍの世帯を対象とした。

凡 例

流域界

市町村界

プレテスト範囲

本アンケート範囲

便益算定範囲

福山市

府中市
世羅町

井原市

尾道市
三原市

神石高原町
20km圏

本アンケート範囲
① 芦田川下流植生浄化（瀬戸川合流部）
② 芦田川下流植生浄化（芦田川下流部） 15km

①芦田川下流植生浄化(瀬戸川合流部）
②芦田川下流植生浄化(芦田川下流部)

福山市

府中市
世羅町

井原市

尾道市

三原市

神石高原町

本アンケート範囲
③曝気循環施設（八田原ダム貯水池） 10km

③曝気循環施設（八田原ダム貯水池）

20km圏

凡 例

流域界

市町村界

プレテスト範囲

本アンケート範囲

便益算定範囲

1
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４-２. 費用対効果分析（再評価）４-２. 費用対効果分析（再評価）

プレテストを実施し、住民アンケート配布範囲（便益集計範囲）を設定。

（３）調査範囲（住民アンケート配布範囲＝便益集計範囲）の設定（ＣＶＭ）

④ ⑤【自然再生】魚道整備（芦田川河口堰、芦田川中上流部）（CVM）
⇒プレテスト結果より、河川の認識、事業への賛同率の高い、事業箇所から３ｋｍの世帯を対象とした。

福山市

府中市

世羅町

井原市

尾道市

三原市

神石高原町

本アンケート範囲
④魚道整備（芦田川河口堰）
⑤魚道整備(芦田川中上流部） ３km

⑤魚道整備（芦田川中上流部）

④魚道整備（芦田河口堰）

20km圏

凡 例

流域界

市町村界

プレテスト範囲

本アンケート範囲

便益算定範囲

1
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【水環境、自然再生】ＣＶＭ（住民アンケートによる支払意思額の調査）

４-２. 費用対効果分析（再評価）４-２. 費用対効果分析（再評価）

・郵送によるアンケートを実施。
・当事業を実施することによる効果を掲示し、多段階二項選択（水環境整備が7段階，自然再生が8段階）を採用して整備を行う

ための支払意思額（ＷＴＰ)を問う。
・得られた有効回答から、当事業の支払意思額（ＷＴＰ）を求める。
・年便益は「ＷＴＰ×１２ヶ月×受益世帯数」により算定。

CVM

【これらの事業が実施されるためにあなたは毎月いくら支払っても良いと思いますか】

① ②【水環境】

芦田川下流植生浄化

(瀬戸川合流部、

芦田川下流部)

③【水環境】

曝気循環施設

(八田原ダム貯水池)

④ ⑤【自然再生】

魚道整備

(芦田川河口堰、

芦田川中上流部)

(１)
毎月５０円

(年間あたり６００円)

毎月５０円

(年間あたり６００円)

毎月５０円

(年間あたり６００円)

(２)
毎月１００円

(年間あたり１，２００円)

毎月１００円

(年間あたり１，２００円)

毎月１００円

(年間あたり１，２００円)

(３)
毎月２００円

(年間あたり２，４００円)

毎月２００円

(年間あたり２，４００円)

毎月２００円

(年間あたり２，４００円)

(４)
毎月３００円

(年間あたり３，６００円)

毎月３００円

(年間あたり３，６００円)

毎月３００円

(年間あたり３，６００円)

(５)
毎月５００円

(年間あたり６，０００円)

毎月６００円

(年間あたり７，２００円)

毎月６００円

(年間あたり７，２００円)

(６)
毎月１，０００円

(年間あたり１，２０００円)

毎月１，２００円

(年間あたり１４，４００円)

毎月１，２００円

(年間あたり１４，４００円)

(７)
毎月２，０００円

(年間あたり２，４０００円)

毎月２，５００円

(年間あたり３０，０００円)

毎月２，５００円

(年間あたり３０，０００円)

(８)
毎月５，０００円

(年間あたり６０，０００円)

（アンケート結果）

【水環境】 芦田川下流植生浄化（①瀬戸川合流部、②芦田川下流部） 全体事業（①,②）：支払意志額(WTP)＝ 275円/月/世帯 受益世帯数 142,102世帯

残事業（②）：支払意志額(WTP)＝ 263円/月/世帯 受益世帯数 142,102世帯

③曝気循環施設：支払意志額(WTP)＝ 231円/月/世帯 受益世帯数 14,673世帯

【自然再生】 魚道整備（④芦田川河口堰、⑤芦田川中上流部） 全体事業（④,⑤）：支払意志額(WTP)＝269円/月/世帯 受益世帯数 47,939世帯

残事業（⑤）：支払意志額(WTP)＝247円/月/世帯 受益世帯数 47,939世帯

（年便益）

【水環境】芦田川下流植生浄化 全体事業：469百万円/年（＝275円/月/世帯×12ヶ月×142,102世帯）

残事業： 448百万円/年（＝263円/月/世帯×12ヶ月×142,102世帯）

曝気循環施設：41百万円/年（＝231円/月/世帯×12ヶ月×14,673世帯）

【自然再生】魚道整備 全体事業：155百万円/年（＝269円/月/世帯×12ヶ月×47,939世帯）

残事業：142百万円/年（＝247円/月/世帯×12ヶ月×47,939世帯）

65％63％61％59％59％有効回答率

425338396411320有効回答数

32％27％32％35％27％回収率

649539649695539回収数

２，０００配布数

⑤②④⑤③①②

残事業全事業

（アンケート回収率・有効回答率）

※①～⑤は左表の事業名及び整備箇所を示す 【全体事業】芦田川下流植生浄化の例

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

支払意思額WTP（円/月/世帯）

WTP賛成率

実測値

推定曲線

支払意思額
（WTP）：275円/月/世帯

※最大提示額で裾切り
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（４）調査範囲（住民アンケート配布範囲＝便益集計範囲）の設定（TCM）

⑥【水辺整備】新市地区護岸整備（TCM）
⇒プレテスト結果より、利用者が確認されている、以下の４市１町を対象とする。

プレテストを実施し、住民アンケート配布範囲（便益集計範囲）を設定。

４-２. 費用対効果分析（再評価）４-２. 費用対効果分析（再評価）

【対象範囲】
福山市、神石高原町、井原市

（高梁川流域は除く）
府中市（江の川流域は除く）
尾道市

凡 例

流域界

市町村界

旧市町村界

本アンケート範囲

ゾーン１

ゾーン２

ゾーン３

ゾーン４

旧神辺町

井原市

神石高原町

旧尾道市

旧御調町

旧上下町

旧府中市 旧新市町

旧駅家町

福山市
加茂町

旧芦田町

旧福山市

⑥新市地区護岸整備

②②

①①

③③

④④

③③

③③

④④

20km圏

2
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【水辺整備】ＴＣＭ（住民アンケートによる利用頻度、旅行費用の調査）

４-２. 費用対効果分析（再評価）４-２. 費用対効果分析（再評価）

・アンケート調査結果から利用者の来訪距離別にゾーンを設定。
・アンケート調査結果から各ゾーンごとに交通手段別の利用頻度、旅行費用（トラベルコスト）を算定。
・整備前後の需要関数を求め、その差分を年便益（消費者余剰）とする。
・郵送によるアンケートを実施。

（アンケート結果・回収状況） 配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率 ・
【新市地区護岸整備】 1,400 ４８１ ３４％ ４55 ９５％

【整備前後の消費者余剰（単年度便益）を算定】

TCM

（新市箇所）

（５）残存価値の設定
事業完成後50年経過時点での事業箇所の価値を算定。

◆利用頻度とトラベルコストの関数曲線を用い

て、ゾーンごとに仮想料金を設定し 仮想料

金ごとの利用者数を求め、各ゾーンの総和に

よって得られた値により需要 曲線（需要関

数）を推計。

（６）総便益の算定
事業完成後50年の年便益総和に残存価値を加え、算定社会的割引率（4%）を用い、現在価値化した値。

【水辺整備】

（再評価）

：年便益額（消費者余剰）＝45百万円

【利用実態を踏まえてゾーンを設定】

（新市地区）

旧神辺町

井原市

神石高原町

旧尾道市

旧御調町

旧上下町

旧府中市 旧新市町

旧駅家町

福山市
加茂町

旧芦田町

旧福山市

⑥新市地区護岸整備

②②

①①

③③

④④

③③

③③

④④
20km圏

整備前 整備後 整備前 整備後
1 0.545 1.197 391
2 0.355 0.442 571
3 0.121 0.375 743
4 0.069 0.132 1351

65 110

旅行費用
（円）

平均利用頻度
（回/年・人）

年便益(百万円)
ゾーン名
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【便益の整理】
・評価期間中に発現する便益を社会的割引率（４％）で割り引いた上で集計
・評価期間後に生じる残存価値を算定

【費用の整理】
・既投資額についてはデフレータ及び社会的割引率（４％）で割り増しによって

現在価値化し、今後見込まれる事業費、維持管理費については社会的割引率
（４％）によって割り引いた上で集計

4-２. 費用対効果分析（再評価）4-２. 費用対効果分析（再評価）

（７）費用便益比（B/C）の算出方法

再評価【全体事業】
対象箇所：①② 芦田川下流植生浄化（瀬戸川合流部、芦田川下流部）

③ 曝気循環施設
④⑤ 魚道整備（芦田川河口堰、芦田川中上流部）
⑥ 新市地区護岸整備
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1,000

（百万円）

便益B 費用C（維持管理費）
費用C（事業費） 費用C（現在価値化）
便益B（現在価値化）

評価基準年（H23）

便
益

B
費

用
C

年便益

事業期間（H11～H29）

事業期間終了後の評価期間50年（H30～H79）

再評価【全体事業】

事業費

維持管理費
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（百万円）

費用C（事業費）

費用C（維持管理費）

費用C（現在価値化）

費用C拡大図

事業費

項目

便益（B1） 12,544 百万円

残存価値（B2） 38 百万円

総便益（B=B1+B2 12,582 百万円

建設費（C1) 3,440 百万円

維持管理費（C2） 148 百万円

総費用（C=C1＋C2） 3,588 百万円

便益比（B/C)

再評価

3.5
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4-２. 費用対効果分析（再評価）4-２. 費用対効果分析（再評価）

再評価【残事業】

【便益の整理】
・評価期間中に発現する便益を社会的割引率（４％）で割り引いた上で集計
・評価期間後に生じる残存価値を算定

【費用の整理】
・今後見込まれる事業費、維持管理費については社会的割引率（４％）によって

割り引いた上で集計

対象箇所：② 芦田川下流植生浄化（芦田川下流部）
⑤ 魚道整備（芦田川中上流部）
⑥ 新市地区護岸整備
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便益B（現在価値化）

便
益

B
費

用
C

年便益

事業期間（H24～H29）

事業期間終了後の評価期間50年（H30～H79）

再評価【残事業】
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（百万円）

費用C（事業費）

費用C（維持管理費）

費用C（現在価値化）

費用C拡大図

事業費

項目

便益（B1） 11,096 百万円

残存価値（B2） 35 百万円

総便益（B=B1+B2 11,130 百万円

建設費（C1) 1,193 百万円

維持管理費（C2） 63 百万円

総費用（C=C1＋C2） 1,255 百万円

便益比（B/C)

再評価

8.9
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４-２. 費用対効果分析（再評価）４-２. 費用対効果分析（再評価）

（８）費用対効果分析結果（再評価）

   【水環境】　全体事業　： 9,175 百万円 残事業　： 7,940 百万円

【自然再生】　全体事業　： 2,631 百万円 残事業　： 2,413 百万円

【水辺整備】　全体事業　： 777 百万円 残事業　： 777 百万円

12,582 百万円 残事業　： 11,130 百万円

   【水環境】　全体事業　： 2,353 百万円 残事業　： 874 百万円

【自然再生】　全体事業　： 938 百万円 残事業　： 84 百万円

【水辺整備】　全体事業　： 297 百万円 残事業　： 297 百万円

3,588 百万円 残事業　： 1,255 百万円

   【水環境】　全体事業　： 3.9 残事業　： 9.1

【自然再生】　全体事業　： 2.8 残事業　： 28.8

【水辺整備】　全体事業　： 2.6 残事業　： 2.6

3.5 残事業　： 8.9

評価期間を事業完成後５０年間とし、現在価値化を行った

　◇総費用

　【総合水系環境整備事業】　全体事業　：

（※）総費用は、総事業費に５０ヶ年の維持管理費を加え、社会的割引率（４％）を用い現在価値化した値 

　◇総便益

　【総合水系環境整備事業】　全体事業　：

（※）総便益は、それぞれの年便益に、社会的割引率（４％）を用い現在価値化したものに残存価値を加えた値 

（※）維持管理費は、実績費用等を基に設定した 

　【総合水系環境整備事業】　全体事業　：

　◇費用便益比（B/C）
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（参考）芦田川水環境改善緊急行動計画（参考）芦田川水環境改善緊急行動計画

・芦田川中下流域の総合的な水質改善を実施するために、学識者・マスコミ・関係自治体・市民団体等で構成され
る「芦田川下流水質浄化協議会」を設立

・水環境改善施策を推進するために「芦田川水環境改善緊急行動計画」（清流ルネッサンス２１）や「第二期芦田
川水環境改善緊急行動計画」（清流ルネッサンスⅡ）を策定

・河川管理者、下水道事業者、地域住民等が一体となり概ね5年ごとの具体的な行動計画を定め、水質改善を実施

環
境
基
準
の
達
成

具
体
的
な
行
動
計
画

水環境改善施策
の３本柱

・広島県、岡山県
・関係市町

・関係市町
・流域住民

・国土交通省
・広島県

最
終
目
標

河川事業における
水環境改善施策

市民、事業者、環境団体、

研究者、行政等が連携し、設立

河川事業

下水道事業

河川浄化対策

河口堰貯水池対策

親水空間整備

芦田川環境マネジメント
センター

流域対策

支

援

清流ルネッサンスⅡの枠組み

・水質改善に対する住民活動を推進するため、河川環境に関する情
報提供・環境学習支援・市民活動支援など、住民活動をトータル
に支援する市民活動団体として平成16年に設立。

・芦田川環境マネジメントセンターが中心となり、河川浄化チャレ
ンジ月間（家庭でできる取り組み）の実践や川の健康診断（簡易
水質調査）、水辺の学び舎（生き物調査）等の啓発活動を実施。

芦田川環境マネジメントセンター

河川事業の取り組み

○ 高屋川河川浄化施設の運転継続

○ 芦田川河口堰の弾力的放流による水交換の促進

○ 自然河岸帯の創出による自然浄化機能の向上

放流放流
取水取水

芦田川芦田川

高屋川高屋川放流放流
取水取水

芦田川芦田川

高屋川高屋川

高屋川河川浄化施設 河口堰の弾力的放流 自然河岸帯の創出

（瀬戸川合流部）

需要および
連絡調整機能

情報提供機能

活動援助と
組織開発機能

教育機能

研究調査機能

学  校

行政機関

グループ

一般市民

各種団体

企  業

芦田川環境マネジメントセンターの組織構成

川の健康診断の実施状況

チャレンジ月間の説明状況

水辺の学び舎の実施状況

水辺空間整備
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①事業の必要性等の視点

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

４-３. 今後の対応方針（原案） 【再評価】４-３. 今後の対応方針（原案） 【再評価】

○流域内の市町の人口は減少傾向にあるが、水質改善および水辺利用に関する住民のニーズは依然として高い。
○平成16年に市民、事業者、環境団体、行政等からなる「芦田川環境マネジメントセンター」が設立され、流域が一体となった

水質改善への取り組みが行われている。
○芦田川下流部では、市民と連携した植生調査や漁業協同組合と連携し、小学生への環境学習の場として活用されている。
○芦田川沿川住民からは水辺や高水敷へ、安全に近づけるように、アプローチ等の整備が求められている。

（１） 再評価の視点

２）事業の投資効果

○費用便益比（H23時点） 全体事業（B/C）＝3.5   残事業（B/C）＝8.9

○事業の進捗率は、７1%（事業費ベース）である。

３）事業の進捗状況

②事業の進捗の見込み

○水環境については、河川管理者、下水道事業者、事業者、地域住民が一体となって概ね５年毎の具体的な行動計画を定め、水質
改善に努めている。

○自然再生については、関係機関と連携して魚類等の遡上降下環境の改善を図ることとしている。
○水辺整備については、地域からの要望等を踏まえ、地元自治体等と連携しながら整備を進めることとしている。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性

○水辺整備、水環境の整備にあたっては、掘削で発生する残土を再利用することによりコストの縮減を図る。また、整備後の除草
作業、清掃およびヨシの刈り取りなどについて地元からの支援体制を確立することで、一層の管理コストの縮減を図る。

○自然再生については、簡易魚道の設置などによりコスト縮減を図る。
○事業の進捗状況、費用対効果を鑑み、継続実施が妥当であり、現状での代替案を検討する必要がないと考えている。

（２）県への意見照会結果

○対応方針（原案）案については異存ありません。

【今後の対応方針（原案）】

○上記の各視点により、事業の必要性、重要性は変わらないと考えられるため、事業継続が妥当である。
○今後の事業実施にあたっては、地域との協力体制を確立するとともに、新技術・新工法等を活用し、コスト縮減に引き続き取

り組み、効率的かつ効果的な事業の執行に努める。

2
7



備後灘

芦田川

瀬戸川

高屋川

御調川

芦田川

八田原ダム

府中市

世羅町

三原市
尾道市

井原市
福山市

神石高原町

５-１. 整備内容（フォローアップ）５-１. 整備内容（フォローアップ）

⑦【水環境】高屋川河川浄化施設（H4～12）
整備目的 ：芦田川河口堰湛水域の水質改善を行う。
現状と課題：芦田川河口堰湛水域の水質悪化の要因の1つとして、支川高屋川か

らの汚濁負荷の流入が挙げられる。また、高屋川は特にリン濃度が
高く、芦田川河口堰湛水域におけるアオコの発生が見られた。

整備内容 ：河川浄化施設
事業の効果：高屋川河川浄化施設では、T-P値(全リン)の計画除去率90%を満足

しており、稼動を開始した平成13年以降は、小水呑橋地点のT-P
値(全リン)の改善に寄与している。

事業費 ：7,257百万円

【整備後】【整備前】

・リン負荷量が高い高屋川から芦田川
へ流入することにより、芦田川河口
堰湛水域の水質が悪化していました。

・河川浄化施設を整備しました。

・T-P値(全リン)の90％を除去し、河口堰湛水域
の水質悪化を抑えています。

※T-P（全リン）：有機物および無機物に含有されるリンの総量を表す。総窒素と同様に、富栄養

化を引き起こす原因物質である。

高屋川 アオコの発生状況
河口堰湛水域

▲高屋川河川浄化施設の流入・浄化後Ｔ-Ｐ濃度
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位置図
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高屋川河川浄化施設

⑦高屋川河川浄化施設

▲小水呑橋地点のＴ-Ｐ年平均値の経年変化
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本川（小水呑橋） 高屋川河川
浄化施設稼動（H13.4)

清ルネⅡ目標　0.10mg/L
(小水呑橋地点）

H13～H22（10ヵ年）平均
0.15mg/L

H3～H12（10ヵ年）平均
0.19mg/L
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備後灘

芦田川

瀬戸川

高屋川

御調川

芦田川

八田原ダム

府中市

世羅町

三原市
尾道市

井原市
福山市

神石高原町

５-１. 整備内容（フォローアップ）５-１. 整備内容（フォローアップ）

⑧【水辺整備】中津原下流地区護岸整備（H13)
（ちゃぷちゃぷらんど）

整備目的 ：地域住民が安全に水際に近づき、水辺に親しめる場を創出する。
現状と課題：中津原下流地区の整備前は高水敷に雑草や低木が繁茂し、水辺に降

りる河川管理用通路や階段もなく、安全に水辺を利用できない状態
だった。

整備内容 ：護岸、階段、管理用通路
事業の効果：環境学習や体験活動の場として、安全に水辺が利用できるように

なった。
河川巡視などの河川管理も安全に行うことができるようになった。

事業費 ：200百万円

【整備後】

・護岸、管理用通路、階段が整備されました。

・水辺に近づきやすくなり、安全に水辺の利用がで
きるようになりました。

・環境学習や体験学習の場としても利用されていま
す。

【整備前】

・水辺に雑草や樹木が繁茂するなど、安全に近づき
にくい状態でした。

整備前の状況

平成12年頃撮影 平成23年撮影

整備後の状況

環境学習での利用状況

散策での利用状況

高屋川

芦田川

中津原下流地区護岸整備
（ちゃぷちゃぷらんど）

⑧中津原下流地区護岸整備
（ちゃぷちゃぷらんど）

位置図
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備後灘

芦田川

瀬戸川

高屋川

御調川

芦田川

八田原ダム

府中市

世羅町

三原市
尾道市

井原市
福山市

神石高原町

５-１. 整備内容（フォローアップ）５-１. 整備内容（フォローアップ）

⑨【水辺整備】土生地区護岸整備（H10～16）
整備目的 ：地域住民が安全に水際に近づき、水辺に親しめる場を創出する。
現状と課題：土生地区の整備前は、水際や高水敷が整備されておらず、水辺に安

全に近づけない状態だった。
整備内容 ：護岸、管理用通路、高水敷整正
事業の効果：環境学習や体験活動の場として、安全に水辺が利用できるように

なった。
河川巡視などの河川管理も安全に行うことができるようになった。

事業費 ：410百万円

環境学習での利用状況

放水訓練での利用

⑨土生地区護岸整備

土生地区護岸整備

芦田川

【整備前】 【整備後】

・水際や高水敷が整備されておらず、水辺に
近づきにくい状況でした。

河
川

敷
が

未
整

備

芦田川

整備前の状況

昭和５６年撮影

芦田川

河川敷の整備

整備後の状況

平成23年撮影

土生地区

・護岸、高水敷、管理用通路が整備されました。

・水辺に近づきやすくなり、

安全に水辺の利用ができるようになりました。

・環境学習や体験学習の場としても利用されています。

位置図
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備後灘

芦田川

瀬戸川

高屋川

御調川

芦田川

八田原ダム

府中市

世羅町

三原市
尾道市

井原市
福山市

神石高原町

５-１. 整備内容（フォローアップ）５-１. 整備内容（フォローアップ）

⑩【水辺整備】府中地区護岸整備（H5～16）
整備目的 ：地域住民が安全に水際に近づき、水辺に親しめる場を創出する。
現状と課題：府中地区の整備前は、水際や高水敷が整備されておらず、水辺に安

全に近づけない状態だった。
整備内容 ：護岸、階段、管理用通路
事業の効果：環境学習や体験活動の場として、安全に水辺が利用できるように

なった。
河川巡視などの河川管理も安全に行うことができるようになった。

事業費 ：608百万円

散策での利用状況

環境学習での利用状況

⑩府中地区護岸整備

府中地区護岸整備

芦田川

【整備前】

・水際や高水敷が整備されておらず、水
辺に近づきにくい状況でした。

護
岸

、河
川

管
理

用
通

路
等

が
未

整
備

整備前の状況

昭和５６年撮影
河川管理用通路の整備

【整備後】

平成23年撮影

階段の整備整備後の状況

平成23年撮影

・護岸、管理用通路、階段が整備されました。

・水辺に近づきやすくなり、

安全に水辺の利用ができるようになりました。

・環境学習や体験学習の場としても利用されています。

位置図
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５-２. 費用対効果分析（フォローアップ）５-２. 費用対効果分析（フォローアップ）
⑦高屋川河川浄化施設（代替法）

総便益【B】

事業実施によるT-P負荷

削減量を算出

年便益の算定

総便益【B】の算定

総事業費の算定

維持管理費の設定

総費用【C】の算定

費用便益比【B/C】の算定

総費用【C】

負荷削減効果に相当する
下水処理場の事業費を算出

代 替 法

・高屋川河川浄化施設を整備した場合のT-P
の負荷削減量と同等の効果を発現する代替財
として、下水道整備事業で代替した場合に必
要となる施設の建設と稼働に要する総費用を
便益として計測

①水質改善効果（事業実施によるT-P負荷削減量）
高屋川河川浄化施設整備実施後の稼動実績に基づき、年間のT-

P負荷削減量について算定

②下水道整備事業の費用算出
高屋川河川浄化施設と同程度のT-P負荷量を削減するのに必要

な下水道整備の規模を、「芦田川浄化センター」のT-P負荷量の
削減実績の高屋川流域分により算定した。費用は、高屋川流域の
下水道整備の事業費実績に基づき算定した。

③年便益の算定
下水道整備の建設費発生期間は、投資実績に基づき、平成6年

から平成１２年までの7年間とした。下水道整備の1年当たりの事
業費を年便益とする。

年便益 = 2,122百万円

④総便益の算定
評価期間を平成１３年～平成62年までの50年間とし、現在価

値化を行った。
現在価値化した下水道整備の総費用と高屋川河川浄化施設の残

存価値の合計を総便益とする。

総便益＝25,859百万円

T-P削減負荷量（kg/年） 備考

高屋川河川浄化施設 1,396 H13～H22の稼働実績による

（単位：百万円）

事業費 14,854
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５-２. 費用対効果分析（フォローアップ）５-２. 費用対効果分析（フォローアップ）

⑧【水辺整備】中津原下流地区護岸整（ちゃぷちゃぷらんど）（ＴＣＭ）
⇒プレテスト結果より、利用者が確認されている以下の４市１町を対象とする。

⑨ ⑩【水辺整備】土生地区護岸整備、府中地区護岸整備（ＴＣＭ）
⇒プレテスト結果より、利用者が確認されている以下の３市２町を対象とする。

（１）調査範囲（住民アンケート配布範囲＝便益集計範囲）の設定（TCM）
プレテストを実施し、住民アンケート配布範囲（便益集計範囲）を設定

【対象範囲】
福山市、神石高原町（高梁川流域は除く）
府中市、世羅町（江の川流域は除く）
尾道市

凡 例

流域界

市町村界

旧市町村界

本アンケート範囲

ゾーン１

ゾーン２

ゾーン３

ゾーン４

⑨土生地区護岸整備
⑩府中地区護岸整備

②②
①①

③③

旧神辺町

旧世羅町

神石高原町

旧尾道市

旧御調町

旧上下町

旧府中市
旧新市町

旧駅家町

福山市
加茂町

旧芦田町

旧福山市

旧甲山町

②②

③③

④④

④④

20km圏

【対象範囲】
福山市、神石高原町、井原市

（高梁川流域は除く）
府中市（江の川流域は除く）
尾道市

凡 例

流域界

市町村界

旧市町村界

本アンケート範囲

ゾーン１

ゾーン２

ゾーン３

ゾーン４

20km圏

⑧中津原下流地区護岸整備

②②

①①

③③

④④

旧神辺町

井原市

神石高原町

旧尾道市

旧御調町

旧上下町

旧府中市

旧新市町

旧駅家町

福山市
加茂町

旧芦田町

旧福山市

②②

④④
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【水辺整備】ＴＣＭ（住民アンケートによる利用頻度、旅行費用の調査）

５-２. 費用対効果分析（フォローアップ）５-２. 費用対効果分析（フォローアップ）

・アンケート調査結果から利用者の来訪距離別にゾーンを設定。
・アンケート調査結果から各ゾーンごとに交通手段別の利用頻度、旅行費用（トラベルコスト）を算定。
・整備前後の需要関数を求め、その差分を年便益（消費者余剰）とする。
・郵送によるアンケートを実施。

（アンケート結果・回収状況） 配布数 回収数 回収率 有効回答数 有効回答率 ・
【中津原下流地区【水辺整備】 】 1,400 ５３０ ３８％ ５０5 ９５％
【土生・府中地区【水辺整備】 】 1,400 ４７３ ３４％ ４５０ ９５％

【整備前後の消費者余剰（単年度便益）を算定】

TCM

（中津原下流地区の例）

（２）残存価値の設定
事業完成後50年経過時点での事業箇所の価値を算定。

◆利用頻度とトラベルコストの関数曲線を用い

て、ゾーンごとに仮想料金を設定し 仮想料

金ごとの利用者数を求め、各ゾーンの総和に

よって得られた値により需要 曲線（需要関

数）を推計。

（３）総便益の算定
事業完成後50年の年便益総和に残存価値を加え、算定社会的割引率（4%）を用い、現在価値化した値。

【利用実態を踏まえてゾーンを設定】

（中津原下流地区）

【水辺整備】

（フォローアップ）

：年便益額（消費者余剰）＝341百万円

20km圏

⑧中津原下流地区護岸整備

②②

①①

③③

④④

旧神辺町

井原市

神石高原町

旧尾道市

旧御調町

旧上下町

旧府中市
旧新市町

旧駅家町

福山市
加茂町

旧芦田町

旧福山市

②②

④④

整備前 整備後 整備前 整備後
1 0.237 0.563 215
2 0.008 0.039 666
3 0.036 0.039 861
4 0.011 0.118 1098

ゾーン名
旅行費用

（円）

平均利用頻度
（回/年・人）

年便益(百万円)

17 52
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フォローアップ【全体事業】

５-２. 費用対効果分析（フォローアップ）５-２. 費用対効果分析（フォローアップ）

【便益の整理】
・評価期間中に発現する便益を社会的割引率（４％）で割り引いた上で集計
・評価期間後に生じる残存価値を算定

【費用の整理】
・既投資額についてはデフレータ及び社会的割引率（４％）で割り増しによって

現在価値化し、今後見込まれる維持管理費については社会的割引率（４％）に
よって割り引いた上で集計

対象箇所：⑦高屋川河川浄化施設
⑧中津原下流地区護岸整備
⑨土生地区護岸整備
⑩府中地区護岸整備

（４）費用便益比（Ｂ／Ｃ）の算出方法

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

（百万円）

便益B 費用C（維持管理費）
費用C（事業費） 費用C（現在価値化）
便益B（現在価値化）

評価基準年（H23）

便
益

B
費

用
C

年便益

事業期間（H4～H19）

事業期間終了後の評価期間（H20～H66）

フォローアップ【全体事業　】

事業費

維持管理費
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H
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1
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6
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H
6
4

H
6
5

H
6
6

（百万円）

費用C（維持管理費） 費用C（事業費） 費用C（現在価値化）

費用C拡大図

事業費

維持管理費

項目

便益（B1） 36,483 百万円

残存価値（B2） 107 百万円

総便益（B=B1+B2 36,590 百万円

建設費（C1) 14,269 百万円

維持管理費（C2） 5,132 百万円

総費用（C=C1＋C2） 19,402 百万円

便益比（B/C)

再評価

1.9
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５-２. 費用対効果分析（フォローアップ）５-２. 費用対効果分析（フォローアップ）

（５）費用対効果分析結果（フォローアップ）

   【水環境】　全体事業　： 25,859 百万円

【水辺整備】　全体事業　： 10,732 百万円

36,590 百万円

   【水環境】　全体事業　： 17,477 百万円

【水辺整備】　全体事業　： 1,924 百万円

19,402 百万円

   【水環境】　全体事業　： 1.5

【水辺整備】　全体事業　： 5.6

1.9　【総合水系環境整備事業】　全体事業　：

　【総合水系環境整備事業】　全体事業　：

（※）総便益は、それぞれの年便益に、社会的割引率（４％）を用い現在価値化したものに残存価値を加えた値

　◇総費用

　【総合水系環境整備事業】　全体事業　：

　◇総便益

（※）総費用は、総事業費に５０ヶ年の維持管理費を加え、社会的割引率（４％）を用い現在価値化した値

（※）維持管理費は、実績費用等を基に設定した

　◇費用便益比（B/C）

評価期間を事業完成後５０年間とし、現在価値化を行った
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５-３. 今後の対応方針（案）【フォローアップ】５-３. 今後の対応方針（案）【フォローアップ】

0

1

2

3

4

5

6

7

H5 H9 H12 H18 H21

年
間

河
川
利

用
者

数
（

万
人

）

散策等

水遊び

釣り

スポーツ

中津原下流地区（ちゃぷ
ちゃぷらんどの整備）H13

（１）事業の効果の発現状況

●環境学習の実施状況
・「中津原下流地区」、「土生地区」、「府中地区」では、護岸整備後、小学生や各種団体等による環境学習の場として利

用されている。
●主な利用状況
・中津原下流地区護岸整備（ちゃぷちゃぷらんど）は平成13年度に整備され、平成18年度、平成21年度の利用者数は、

平成12年度の約３倍の年間約６万人が散策、水遊び等に利用している。
・土生地区護岸整備、府中地区護岸整備は、平成16年度に整備され、平成18年度、平成21年度の利用者数は、平成12年

度の３～４倍の年間５～６万人が散策、水遊び、カヌー、スポーツ等に利用している。
●水質改善効果
・高屋川河川浄化施設が稼働し始めた平成13年度以降は、芦田川合流後の小水呑橋地点において、T-P値の改善が見られ

る。

0
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H5 H9 H12 H18 H21

年
間
河

川
利
用
者

数
（
万
人

）

散策等

水遊び

釣り

スポーツ

府中地区護岸整備（H5～H16)

土生地区護岸整備（H10～H16)

環境学習

（中津原下流地区）

環境学習（土生地区） 環境学習（府中地区）

出典：河川水辺の国勢調査 空間利用実態調査

利用者数（中津原下流地区）

利用者数（土生地区、府中地区） カヌーによる利用

（土生地区）

散策による利用

（中津原下流地区） 小水呑橋地点のT-P年平均値の経年変化
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値
 (
m

g/
L
)

本川（小水呑橋） 高屋川河川
浄化施設稼動（H13.4)

清ルネⅡ目標　0.10mg/L
(小水呑橋地点）

H13～H22（10ヵ年）平均
0.15mg/L

H3～H12（10ヵ年）平均
0.19mg/L
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①事業の効果の発現状況

５-３. 今後の対応方針（案）【フォローアップ】５-３. 今後の対応方針（案）【フォローアップ】

○「中津原下流地区」、「土生地区」、「府中地区」では、護岸整備後、小学生や各種団体等による環境学習の場と
して利用されている。

○高屋川河川浄化施設が稼働し始めた平成13年度以降は、芦田川合流後の小水呑橋地点において、T-P値の改善が見
られる。

（２）事後評価に準ずるフォローアップの視点

②事業実施による環境の変化

○高屋川河川浄化施設の稼働により、小水呑橋地点のT-P値が改善された。

【今後の対応方針（案）】

○上記①～③の視点から、本事業は十分な事業効果を発現しており、今後とも当初目的とした水質の改善および地域
住民が安全に水際に近づき、水辺に親しめる場としての利用が見込まれることから、改めて事後評価に準ずるフォ
ローアップを実施する必要はない。

○また、事業目的に見合った事業効果の発現が確認されたことから、今後の改善措置の必要性はない。

③社会経済情勢等の変化

○流域内の市町の人口は減少傾向にあるが、芦田川の利用状況は整備前と比較して増加しており、多くの人々が散策、
水遊び、カヌー、スポーツの場として利用されている。

○護岸整備以降、「中津原下流地区」、「土生地区」、「府中地区」は、小学生や各種団体等による環境学習の場と
して利用されている。
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【参考】費用便益比総括表【参考】費用便益比総括表

※総費用は、総事業費に50ヵ年の維持管理費を加え、社会的割引率（4％）を用い現在価値化した値。
※維持管理費は、実績費用等を基に算定した。
※総便益は、それぞれの年便益総和に、社会的割引率（4%）を用い現在価値化したものに残存価値を加えた値。

金額単位：百万円

水環境 自然再生 水辺整備 水環境 自然再生 水辺整備 水環境 水辺整備

3,588 2,353 938 297 1,255 874 84 297 19,402 17,477 1,924

建設費 3,440 2,209 938 294 1,193 815 84 294 14,269 12,402 1,867

維持管理費 148 145 0 3 63 59 0 3 5,132 5,075 56

12,582 9,175 2,631 777 11,130 7,940 2,413 777 36,590 25,859 10,732

便益 12,544 9,154 2,627 765 11,096 7,919 2,412 765 36,483 25,802 10,682

残存価値 38 21 4 13 35 21 1 13 107 57 50

3.5 3.9 2.8 2.6 8.9 9.1 28.8 2.6 1.9 1.5 5.6

再評価

　全体事業 　残事業項目

 　費用（C）

　便益（B)

　費用対便益（B/C）

フォローアップ

全体事業
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【参考】前回評価時との比較【参考】前回評価時との比較

事項
前回評価 今回評価

備考
（H19） （H23再評価） （H23フォローアップ）

事業諸元
及び
事業期間

【水環境】
・芦田川下流植生浄化（瀬戸川合流部）
（H17～H21）：ウエットランド整備
・芦田川下流植生浄化（芦田川下流部）
（計画）：掘削工、植生浄化施設整備工
・曝気循環施設（八田原ダム貯水池）
（計画）：曝気施設整備
・高屋川河川浄化施設（H4～H12）

：河川浄化施設

【水環境】
・芦田川下流植生浄化（瀬戸川合流部）
（H17～23年度）：ウエットランド整備
・芦田川下流植生浄化（芦田川下流部）
（計画）：掘削工、植生浄化施設整備工
・曝気循環施設（八田原ダム貯水池）
（H20～23年度）：曝気施設整備

【水環境】

・高屋川河川浄化施設（H4～H12）
：河川浄化施設

【自然再生】
・魚道整備（芦田川河口堰）
(H11～H12）：魚道設置
・魚道整備（芦田川中上流部）(計画）

：魚道設置

【自然再生】
・魚道整備（芦田川河口堰）
(H11～12）：魚道設置
・魚道整備（芦田川中上流部）(計画）

：魚道設置

―

【水辺整備】
・新市地区護岸整備（計画）

：護岸、坂路等
・中津原下流地区護岸整備

（ちゃぷちゃぷらんど）（H13）
：護岸、階段、管理用通路

・土生地区護岸整備（H10～H16)
：護岸、管理用通路、高水敷整正

・府中地区護岸整備（H5～H16)
：護岸、階段、管理用通路

【水辺整備】
・新市地区護岸整備（計画）

：護岸、坂路等

【水辺整備】

・中津原下流地区護岸整備
（ちゃぷちゃぷらんど）（H13）
：護岸、階段、管理用通路

・土生地区護岸整備（H10～H16)
：護岸、管理用通路、高水敷整正

・府中地区護岸整備（H5～H16)
：護岸、階段、管理用通路

総事業費
（百万円） 13,261 3,153 8,475

総費用（C）
（百万円） 15,063 3,588 19,402

総便益（B）
（百万円）

22,209 12,582 36,590

費用対効果
（B/C） 1.5 3.5 1.9
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【参考】 感度分析（再評価）【参考】 感度分析（再評価）

・参考として、残事業費、残工期、便益を個別に±１０％変動させて、費用便益比
（B/C）を算定し、感度分析を行った。

＜B/C算定ケース（基本２ケース、感度分析12ケース）＞

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業費用
便益比（B/C）

3.5 3.4 3.6 3.4 3.7 3.9 3.2

残事業費用
便益比（B/C）

8.9 8.1 9.8 8.5 9.9 9.7 8.0

便益残工期残事業費

基本
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（再評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

芦田川総合水系環境整備事業 
 

 

〔費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定等資料〕
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（再評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

芦田川総合水系環境整備事業 

（水系全体） 
 

 

〔費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定等資料〕 

  

 

43



1

4
4



2 3

4
5



4
6



4

20km

15km

(
( )

10km

20km

4
7



( km

20km

20km

4
8



4
9



13 

（再評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

芦田川総合水系環境整備事業 

（水環境） 
 

 

〔費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定等資料〕 
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（再評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

芦田川総合水系環境整備事業 

（自然再生） 
 

 

〔費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定等資料〕 
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（再評価） 
 

 

 

 

 

 

 

 

芦田川総合水系環境整備事業 

（水辺整備） 
 

 

〔費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定等資料〕 
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（フォローアップ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

芦田川総合水系環境整備事業 
 

 

〔費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定等資料〕 
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（フォローアップ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

芦田川総合水系環境整備事業 

（水系全体） 
 

 

〔費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定等資料〕
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（フォローアップ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

芦田川総合水系環境整備事業 

（水環境） 
 

 

〔費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定等資料〕 
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（フォローアップ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

芦田川総合水系環境整備事業 

（水辺整備） 
 

 

〔費用便益比（Ｂ／Ｃ）算定等資料〕 
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芦田川総合水系環境整備事業

〔広島県への意見照会と回答〕
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（別紙）

【河川事業】

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

江の川直轄河川改修事業 継続

芦田川総合水系環境整備事業 継続

【道路事業】

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

一般国道２号　西広島バイパス 継続

【港湾事業】

事業名 「対応方針（原案）」案※ 備考

尾道糸崎港機織地区
国際物流ターミナル整備事業

継続

※貴県の意見を踏まえ、「中国地方整備局事業監視委員会」へ諮る
　対応方針（原案）を作成するためのものです。
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